










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できないこと 内容 

医療行為そのもの

の同意はできません 
（手術） 

入院手続や医療契約はできます

が、手術や延命治療などの医療

行為への同意はできません 

身分行為（本人の人生

に関わる決定） 
婚姻・離婚、養子縁組・離縁、遺言

の作成 

保証人になること 
施設入所等で保証人を求められ

ても、保証人にはなれません 

日常生活の事実行

為 

契約等の「法律行為」はできます

が、実際の介護・買い物・家事な

どの“実務作業”はできません 

本人との利益相反

行為 

成年後見人等自身が得をして本

人が損をする可能性がある行為

はできません。 

（例）本人の財産を買い取る、本

人の保証人になる等 

死後事務 
（葬儀・遺品整理等） 

本人の死亡で終了するため、葬

儀・遺品整理・納骨等の死後事務

は原則できません 

お問合せ ・ ご相談は成年後見支援センターへお気軽にどうぞ 
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成年後見人等にできないことは？ 

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の

生活を法律面から支える大切な仕組みです。 

成年後見人等は、財産管理や各種契約の手続き、

サービス利用の調整など、日常生活を支える多くの

役割を担います。一方で、「成年後見人等なら何でも

できる」と誤解されることも少なくありません。 

制度を正しく理解していただくためには、成年後見

人等に認められている役割だけでなく、法律上でき

ないことを知ることも重要です。できないことを知る

ことで、制度の限界や注意点が明確になり、より安心

して制度を利用することにつながります。 

今回は、成年後見人等に“できないこと”を中心に、

知っておきたいポイントを紹介します。 

成年後見人等は、被後見人のために財産管理や身

上監護を行いますが、一方で以下の行為を行うことが

できません。 

※「成年後見人」「保佐人」「補助人」を総称して、「成年後見人等」

と呼びます。 

子どもたちが安心して過ごせる“地域の居場所”をつくりたい－ 
 

そんな思いから生まれたのが「Smileガーベラ畑食堂」です。 

お母さんお父さんが一食つくらなくていい日があるだけで、  

家族が笑顔で過ごせる時間が増えることもあります。その小さ

な支えになれるよう、地域の方々と一緒に子どもたちを見守り

ながら、誰でも気軽に立ち寄れる場を育てています。 

物価高騰などの厳しさもありますが、「子どもたちの笑顔のた

め、困っている方に届くまで続けたい」という思いを胸に活動を

続けています。 

Smileガーベラ畑食堂 
 

■場  所  整骨院ホワイトガーベラ 

■開催日  月 1回(不定期)17:30～ 

■対  象  子どもから大人までどなたでも 

■料  金  子どもは無料 

■内  容  お弁当やお菓子の配布 

■連絡先  smile.gerberabatake＠gmail.com （担当：宮永） 

市社協では、子ども食堂が地域のあたたかい居場所として

続いていくよう、支援とネットワークづくりを進めています 

もぐもぐ子ども食堂めぐり -vol.1- 

Smileガーベラ畑食堂 （建昌小校区） 

多世代交流や地域づくり・まちづくりの場としても

無くてはならない存在になっている子ども食堂。 

子ども食堂では、子どもが一人でも安心して利用

できるよう、地域の方たちが無料または低額で食事

を提供しています。内容もさまざまで、食事だけでな

く、体験や学習・交流の場などいろいろなカタチがあ

り、誰でも気軽に集まれるみんなの居場所です。 

このコーナーでは、思いを伝える市内の子ども食

堂を紹介します。        （R7.12月末現在 16食堂） 






